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夏
季
休
業
が
近
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
学
期
末
も
も
う

一
踏
ん
張
り
、
が
ん
ば
り
ま

し
ょ
う
。
さ
て
、
一
学
期
中

に
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外

に
「
週
休
日
の
振
替
」
や

「
勤
務
時
間
の
割
振
り
変

更
」
で
勤
務
さ
れ
た
方
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
い
ず
れ
も
勤
務
日
の
十

ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
す
。
う
っ
か
り
十
六
週

を
過
ぎ
て
、
休
み
を
取
ら
せ

ら
れ
な
か
っ
た
で
は
す
ま
な

い
問
題
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
休
み
を
取
ら
せ
る
の
は

管
理
職
の
責
任
で
す
が
、
私

た
ち
の
方
か
ら
声
か
け
を
す

る
な
ど
協
力
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。

■
週
休
日
の
振
替
と
は

土
曜
日
や
日
曜
日
に
勤
務

を
命
じ
る
代
わ
り
に
休
ま
せ

る
措
置
を
取
る
こ
と
で
す
。

原
則
と
し
て
一
日
を
単
位
と

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は

四
時
間
を
単
位
と
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

■
勤
務
時
間
の

割
振
り
変
更

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
学

校
運
営
上
必
要
な
用
務
と
い

う
こ
と
で
、
勤
務
を
命
じ
る

代
わ
り
に
休
ま
せ
る
措
置
を

取
る
こ
と
。
一
時
間
を
単
位

と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
〇
・
五
時
間
も
で
き

ま
す
。

対
象
と
な
る
業
務
は
決
ま

っ
て
い
ま
す
。

勤務時間の割振り変更の取り方

◆長期休業日等に、割振りで勤務した数日分をまとめて
振替とすることは差し支えないが、１日の勤務時間の
すべてを振替で出勤しないことにはできない。

〈例〉割振り変更により累積した時間で一日出勤しない
ことは不可

〈例〉勤務開始時間に出勤して１時間勤務し、残りの６
時間４５分を振替で帰宅することは可能

◆週休日の振替４時間と、勤務時間の割振り変更を併せ
ることによって、１日のすべてを勤務しないことはで
きない。ただし、勤務時間の割振り変更４時間と半日
（課業日は不可）年休または半日夏季休暇と併せて１
日のすべてを勤務しないことはできる。

〈例〉４時間の週休日の振替と勤務時間の割振り変更４
時間を併せて出勤しないことは不可

〈例〉勤務時間の割振り変更４時間（累積も可）と年休
４時間（半日分と見たたて）を併せて出勤しない
ことは可能

〈例〉勤務時間の割振り変更３時間と年休５時間を併せ
て１日とし、出勤しないことは不可

事務上の処理
◆週休日等の変更を行った場合は、「週休日等の割振り
変更簿」に記載する。

◆学校行事等により学校全体、学年単位で変更を行う場
合は、教育委員会への手続き等を経て実施し、その内
容を学校日誌に記載する。 「週休日等の割振り変
更簿」には記載しない。

◆週休日の振替を行った場合は、併せて出勤簿を整理す
る。

体育代替の申請数
対象者の半数？！
越教組は、体育代替制度を知らない管理職がいるのでは

ないかとの情報を得て、市教委に昨年度分の体育代替につ

いて情報提供を求めました。以下はその結果です。

体育代替対象者数 22人
校長からの申請数 13件
配置数 12件

びっくりしました。代替が必要になっている対象者が22

人いるに、校長からの申請数はおよそ半分。残り半分の校

長は申請をしていません。どういうことでしょう。そもそ

も制度をご存じない管理職がいらっしゃるのでしょうか。

こんな数字をみると、先日病休・休職の代員を申請してい

ない学校が、その理由を「学校内の教育課程を工夫し代員

配当の要請なし」としていましが、本当にそうだったのか

と不信を持ってしまいます。代替が来ていない場合には、

「まだですか」と声をかけてみましょう。何とも情けない

ことですが。

六
週
間
ま
で
の
期
間
に
休
ま

せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
だ
、
休
ん
で
い
な
い

と
い
う
方
は
、
こ
の
夏
休
み

を
使
っ
て
ぜ
ひ
休
み
を
取
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
「
週

休
日
の
振
替
」
や
「
勤
務
時

間
の
割
振
り
変
更
」
は
管
理

職
が
勤
務
を
命
じ
た
も
の
で

す
か
ら
、
管
理
職
が
必
ず
休

①
職
員
会
議

②
校
務
分
掌
で
の
部
会
と

し
て
の
活
動

③
生
徒
指
導

④
出
張

⑤
学
校
行
事(

校
外
行
事)

⑥
部
活
（
月
三
二
時
間
以

内
）

⑦
教
務
用
務

「
教
務
用
務
」
に
つ
い
て

は
、
学
期
末
の
評
価
設
定
等

の
事
務
に
加
え
て
、
時
期
に

関
係
な
く
小
中
と
も
単
元
テ

ス
ト
の
○
付
け
や
点
数
入

力
、
授
業
で
使
用
す
る
教
材

及
び
考
査
の
印
刷
並
び
に
授

業
で
使
用
す
る
教
室
内
等
で

の
教
具
等
の
準
備
も
対
象
に

な
り
ま
し
た
。
積
極
的
に
取

る
よ
う
に
言
っ

て
く
れ
る
管
理

職
も
い
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。


